
民間リフトバス民間リフトバス民間リフトバス民間リフトバス 民間リフトバス会社民間リフトバス会社民間リフトバス会社民間リフトバス会社

⑧リフトバスを指定の場所

に配車し運行する

（注）配車に要する有料道

路使用料はバス会社負担

②

バスが

利用で

きるか

電話で

確認

⑪バス利用料（88,000円）

を振り込む

⑥「運

送申込

書/運

送引受

書・乗

車券」

を送付

⑤利用

の可否

を判断

し、利

用申込

書を

FAX

⑫バス

利用料

（108,0

00円）

を支払

う

①各バス会社と

④助成申込書を利用の３

週間前までにFAX又は郵

⑨乗車券を

呈示しバス

を利用す

る。

有料道路利

用料等実費

は、乗務員

に支払う

⑤助成金交付決定通知書

（様式第２号）を送付

⑦「運送申込書/運送引受

書・乗車券」を送付

⑩バス利用料（88,000円）

の請求書を送付

利用者が直接リ フ ト バ ス を契約し助成金を受ける 運 行 方 法

利　　　用　　　者利　　　用　　　者利　　　用　　　者利　　　用　　　者

①電話でバスの申込み

大　　　障　　　協大　　　障　　　協大　　　障　　　協大　　　障　　　協

③利用可能であれば助成

申込書（様式第１号）を送


